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第
６
期
障
害
福
祉
計
画
及
び
第
２
期
障
害
児
福
祉
計
画
に
係
る
国
の
基
本
指
針
の
概
要

※
障
害
者
総
合
支
援
法
及
び
児
童
福
祉
法
に
お
い
て
、
障
害
福
祉
計
画
及
び
障
害
児
福
祉
計
画
は
一
体
の
も
の
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い

る
。

１
第
６
期
障
害
福
祉
計
画
及
び
第
２
期
障
害
児
福
祉
計
画
に
定
め
る
べ
き
内
容

⑴
計
画
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項

ア
成
果
目
標

①
福
祉
施
設
の
入
所
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行

②
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

③
地
域
生
活
支
援
拠
点
等
が
有
す
る
機
能
の
充
実

④
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
等

⑤
障
害
児
支
援
の
提
供
体
制
の
整
備
等

⑥
相
談
支
援
体
制
の
充
実
・
強
化
等

⑦
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
取
組
に
係
る
体
制
の
構
築

イ
活
動
指
標

①
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
等
に
係
る
労
働
関
係
機
関
の
活
動
等
に
関
す
る
事
項

②
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
量
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項

③
発
達
障
害
者
等
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
事
項

④
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
関
す
る
事
項

⑤
相
談
支
援
体
制
の
充
実
・
強
化
の
た
め
の
取
組
に
関
す
る
事
項

⑥
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
取
組
に
関
す
る
事
項

ウ
地
域
生
活
支
援
事
業
の
種
類
ご
と
の
実
施
に
関
す
る
事
項

①
実
施
す
る
事
業
の
内
容

②
各
年
度
に
お
け
る
事
業
の
種
類
ご
と
の
実
施
に
関
す
る
考
え
方
及
び
量
の
見
込
み
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③
各
年
度
の
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策

④
そ
の
他
実
施
に
必
要
な
事
項

⑵
計
画
に
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項

ア
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
通
所
支
援
等
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
見
込
量
の
確
保
の
た
め
の
方
策
を
定
め
る
こ
と
。

イ
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
支
援
に
従
事
す
る
者
の
確
保
又
は
資
質
の
向
上
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

ウ
県
の
障
害
保
健
福
祉
部
局
と
医
療
機
関
、
教
育
機
関
等
関
係
機
関
と
の
連
携
方
法
等

⑶
計
画
に
盛
り
込
む
こ
と
が
望
ま
し
い
事
項

ア
障
害
福
祉
計
画
及
び
障
害
児
福
祉
計
画
に
係
る
法
令
の
根
拠
、
趣
旨
、
基
本
的
理
念
、
目
的
及
び
特
色
等

イ
区
域
の
設
定

ウ
圏
域
単
位
を
標
準
と
し
た
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
通
所
支
援
の
見
通
し
及
び
計
画
的
な
基
盤
整
備
の
方
策

エ
障
害
福
祉
計
画
及
び
障
害
児
福
祉
計
画
の
期
間

オ
障
害
福
祉
計
画
及
び
障
害
児
福
祉
計
画
の
達
成
状
況
の
点
検
及
び
評
価

２
第
６
期
障
害
福
祉
計
画
及
び
第
２
期
障
害
児
福
祉
計
画
に
係
る
成
果
目
標
等

⑴
成
果
目
標

※
オ
④
を
除
き
、
全
て
令
和
５
年
度
末
時
点
で
の
目
標
。

※
下
線
部
は
、
今
回
新
た
に
設
け
ら
れ
た
、
又
は
内
容
が
変
更
と
な
っ
た
項
目
。

ア
福
祉
施
設
の
入
所
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行

①
令
和
元
年
度
末
時
点
の
施
設
入
所
者
数
の
６
％
以
上
を
地
域
生
活
へ
移
行

②
令
和
元
年
度
末
時
点
の
施
設
入
所
者
数
の
1
.
6
％
以
上
を
削
減

イ
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

①
精
神
障
害
者
の
精
神
病
床
か
ら
退
院
後
一
年
以
内
の
地
域
に
お
け
る
平
均
生
活
日
数

②
１
年
以
上
長
期
入
院
患
者
数
の
削
減
（
6
5
歳
以
上
／
6
5
歳
未
満
で
分
け
て
設
定
。
削
減
数
は
厚
労
省
の
示
す
数
式
に
よ
り
算
出
。
）
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③
令
和
元
年
度
に
お
け
る
早
期
退
院
率
（
入
院
後
３
ヶ
月
時
点
：
6
9
％
以
上
、
入
院
後
６
ヶ
月
時
点
：
8
6
％
以
上
、
入
院
後
１
年
時
点
：
9
2
％
以
上
）

ウ
地
域
生
活
支
援
拠
点
等
が
有
す
る
機
能
の
充
実
（
各
市
町
村
又
は
各
圏
域
）

エ
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
等

①
令
和
元
年
度
実
績
の
1
.
2
7
倍
以
上
、
福
祉
施
設
利
用
者
を
一
般
就
労
へ
移
行

②
就
労
移
行
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
度
の
一
般
就
労
へ
の
移
行
実
績
の
1
.
3
倍
以
上

③
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
に
つ
い
て
は
令
和
元
年
度
の
一
般
就
労
へ
の
移
行
実
績
の
概
ね
1
.
2
6
倍
以
上

④
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
に
つ
い
て
は
令
和
元
年
度
の
一
般
就
労
へ
の
移
行
実
績
の
概
ね
1
.
2
3
倍
以
上

⑤
就
労
移
行
支
援
事
業
等
を
通
じ
て
一
般
就
労
に
移
行
す
る
者
の
う
ち
、
７
割
が
就
労
定
着
支
援
事
業
を
利
用
す
る

⑥
就
労
定
着
率
が
８
割
以
上
の
事
業
所
を
全
体
の
７
割
以
上
と
す
る

オ
障
害
児
支
援
の
提
供
体
制
の
整
備
等

①
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
（
市
町
村
ご
と
に
設
置
。
市
町
村
単
独
で
の
設
置
が
困
難
な
場
合
に
は
、
圏
域
で
の
設
置
で
差
し
支
え
な
い
。
）

②
保
育
所
等
訪
問
支
援
を
利
用
で
き
る
体
制
の
構
築
（
全
て
の
市
町
村
）

③
難
聴
児
支
援
の
た
め
の
中
核
的
機
能
を
有
す
る
体
制
の
構
築

④
主
に
重
症
心
身
障
害
児
を
支
援
す
る
児
童
発
達
支
援
事
業
所
及
び
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
確
保
（
各
市
町
村
に
一
箇
所
以
上
確
保
。

市
町
村
単
独
で
の
確
保
が
困
難
な
場
合
に
は
、
圏
域
で
の
確
保
で
差
し
支
え
な
い
。
）

⑤
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
の
た
め
の
関
係
機
関
の
協
議
の
場
の
設
置
（
令
和
５
年
度
末
ま
で
。
各
都
道
府
県
、
各
圏
域
、
市
町
村
で
の
設
置
（
市
町
村

単
独
で
の
設
置
が
困
難
な
場
合
に
は
、
都
道
府
県
が
関
与
し
た
上
で
の
、
圏
域
で
の
設
置
で
差
し
支
え
な
い
。
）
）

⑥
医
療
的
ケ
ア
児
等
に
関
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配
置
（
令
和
５
年
度
末
ま
で
。
各
都
道
府
県
、
各
圏
域
、
市
町
村
で
の
設
置
（
市
町
村
単
独

で
の
設
置
が
困
難
な
場
合
に
は
、
都
道
府
県
が
関
与
し
た
上
で
の
、
圏
域
で
の
設
置
で
差
し
支
え
な
い
。
）
）

カ
相
談
支
援
体
制
の
充
実
・
強
化
等

①
総
合
的
・
専
門
的
な
相
談
支
援
の
実
施
（
令
和
５
年
度
末
ま
で
。
各
市
町
村
又
は
各
圏
域
。
取
組
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
、
基
幹
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
等
が
機
能
を
担
う
こ
と
を
検
討
。
）

②
地
域
の
相
談
支
援
体
制
の
強
化
を
実
施
す
る
体
制
確
保
（
令
和
５
年
度
末
ま
で
。
各
市
町
村
又
は
各
圏
域
。
取
組
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
、
基

幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
等
が
機
能
を
担
う
こ
と
を
検
討
。
）
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キ
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
取
組
に
係
る
体
制
の
構
築

①
令
和
５
年
度
末
ま
で
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
取
組
を
実
施
す
る
体
制
を
構
築

⑵
活
動
指
標

ア
福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
等
（
労
働
関
係
機
関
の
活
動
等
に
関
す
る
事
項
）

①
就
労
移
行
支
援
事
業
及
び
就
労
継
続
支
援
事
業
の
利
用
者
の
一
般
就
労
へ
の
移
行
者
数

②
障
害
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
の
受
講
者
数

③
福
祉
施
設
か
ら
公
共
職
業
安
定
所
へ
誘
導
す
る
福
祉
施
設
利
用
者
数

④
福
祉
施
設
か
ら
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
誘
導
す
る
福
祉
施
設
利
用
者
数

⑤
公
共
職
業
安
定
所
の
支
援
を
受
け
て
就
職
す
る
福
祉
施
設
利
用
者
数

イ
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
、
行
動
援
護
、
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

ウ
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
、
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
、
就
労
移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）
、
就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
）
、
就

労
定
着
支
援
、
療
養
介
護
、
短
期
入
所
（
福
祉
型
）
、
短
期
入
所
（
医
療
型
）

エ
自
立
生
活
援
助
、
共
同
生
活
援
助
、
施
設
入
所
支
援
、
地
域
生
活
支
援
拠
点
等

オ
相
談
支
援

カ
障
害
児
通
所
支
援
、
障
害
児
入
所
支
援
、
障
害
児
相
談
支
援
等

※
イ
～
カ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
見
込
量

キ
発
達
障
害
者
等
に
対
す
る
支
援

①
発
達
障
害
者
支
援
地
域
協
議
会
の
開
催
回
数

②
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
相
談
支
援
件
数

③
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
発
達
障
害
者
地
域
支
援
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
関
係
機
関
へ
の
助
言
件
数

④
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
発
達
障
害
者
地
域
支
援
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
外
部
機
関
や
地
域
住
民
へ
の
研
修
、
啓
発
件
数

⑤
ペ
ア
レ
ン
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
ペ
ア
レ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
受
講
者
数

⑥
ペ
ア
レ
ン
ト
メ
ン
タ
ー
の
人
数

⑦
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
の
活
動
へ
の
参
加
人
数

ク
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
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①
保
健
、
医
療
及
び
福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
の
開
催
回
数

②
保
健
、
医
療
及
び
福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
へ
の
関
係
者
の
参
加
者
数

③
保
健
、
医
療
及
び
福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
に
お
け
る
目
標
設
定
及
び
評
価
の
実
施
回
数

④
精
神
障
害
者
の
地
域
移
行
支
援

⑤
精
神
障
害
者
の
地
域
定
着
支
援

⑥
精
神
障
害
者
の
共
同
生
活
援
助

⑦
精
神
障
害
者
の
自
立
生
活
援
助

※
④
～
⑦
は
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
見
込
量

⑧
精
神
病
床
か
ら
の
退
院
後
の
行
き
先
別
の
退
院
患
者
数

ケ
相
談
支
援
体
制
の
充
実
・
強
化
の
た
め
の
取
組

①
障
害
者
の
種
別
や
各
種
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
総
合
的
・
専
門
的
な
相
談
支
援
の
実
施
見
込
量

②
地
域
の
相
談
支
援
事
業
者
に
対
す
る
訪
問
等
に
よ
る
専
門
的
な
指
導
・
助
言
件
数

③
地
域
の
相
談
支
援
事
業
者
の
人
材
育
成
の
支
援
件
数

④
地
域
の
相
談
支
援
事
業
者
の
人
材
育
成
の
支
援
件
数

⑤
地
域
の
相
談
機
関
と
の
連
携
強
化
の
取
組
の
実
施
回
数

コ
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
取
組

①
県
が
実
施
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
研
修
そ
の
他
の
研
修
へ
の
市
町
村
職
員
の
参
加
人
数

②
障
害
者
自
立
支
援
審
査
支
払
等
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
審
査
結
果
の
共
有
体
制
の
有
無
及
び
実
施
回
数

③
事
業
者
等
に
対
す
る
指
導
監
査
の
結
果
を
関
係
自
治
体
と
共
有
す
る
体
制
の
有
無
及
び
共
有
回
数
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医
療
機
関
、
教
育
機
関
、
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
機
関
、
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
連
携

各
圏
域

福
祉
事

務
所

第
６
期
障
害
福
祉
計
画
・第
２
期
障
害
児
福
祉
計
画
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

２
０
２
１
年

２
０
２
０
年

障
害

福
祉
課国

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
１
月

１
０
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

市
町
村

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
１
月

１
０
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 見 込 量 調 査

市 町 村 ヒ ア リ ン グ

第 １ 回 施 策 推 進 協 議 会

第 ２ 回 施 策 推 進 協 議 会

パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト

各 数 値 目 標 に 係 る 状 況 調 査( 事 業 所 等 ）

自
立
支
援
協
議
会
で
、
市
町
村
特
有
の

課
題
を
集
約

（
委
託

業
者
）

・
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
策
定
に
向
け
た
取
り
ま
と
め

・
協
議
会
の
実
施
等
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

入
札

契
約

●
広
域
的
見
地
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
基
盤
整
備
及
び
地
域
移
行
推
進
の
検
討
、
関
係
機
関
等
と
の
調
整

●
第
４
期
計
画
の
総
括

計
画
案
の
作
成
（
冊
子
、
パ
ン
フ
含
む
）

部 長 決 裁 （ 決 裁 後 、 印 刷 ）

第 ３ 回 施 策 推 進 協 議 会

事
業

所
・

関
係

機
関

４
月

４
月

●
見
込
量
中
間
報
告

ニ
ー
ズ
調
査

等
の
実
施

圏
域
連
絡

会
議
で
、

圏
域
特
有

の
課
題
を

集
約

印 刷 ・ 製 本

●
見
込
量
最
終
報
告

各
調
査
の
内
容
確
認
・
整
理
及
び
市
町
村
等
ヒ
ア
リ
ン
グ
対
応

県 障 害 福 祉 計 画 の 決 定 ・ 公 表 市 町 村 計 画
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障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針

（平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号）

※成果指標部分抜粋

第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標

障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応

するため、令和五年度を目標年度とする障害福祉計画等において必要な障害福祉サー

ビス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事項に

係る目標（以下「成果目標」という。）を設定することが適当である。また、これら

の成果目標を達成するため、活動指標（別表第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目

標を達成するために必要な量等をいう。以下同じ。）を計画に見込むことが適当であ

る。なお、市町村及び都道府県においては、成果目標及び活動指標に加えて、独自に

目標及び指標を設定することができるものとする。

一 福祉施設の入所者の地域生活への移行

地域生活への移行を進める観点から、令和元年度末時点の福祉施設に入所している

障害者（以下「施設入所者」という。）のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グ

ループホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、令和五年度末にお

ける地域生活に移行する者の目標値を設定する。その際、福祉施設においては、必要

な意思決定支援が行われ、施設入所者の地域生活への移行等に関し、本人の意思が確

認されていることが重要である。当該目標値の設定に当たっては、令和元年度末時点

の施設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移行することとするとともに、これ

に合わせて令和五年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から一・

六パーセント以上削減することを基本とする。

当該目標値の設定に当たっては、令和二年度末において、障害福祉計画で定めた令

和二年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和五年

度末における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合

以上を目標値とする。

なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、

グループホーム等での対応が困難な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を

市町村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきものであることに留

意する必要がある。また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害

保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法

律の整備に関する法律（平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。）に

よる改正前の児童福祉法に規定する指定知的障害児施設等（以下「旧指定施設等」と

いう。）に入所していた者（十八歳以上の者に限る。）であって、整備法による改正

後の障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設

等に引き続き入所しているもの（以下「継続入所者」という。）の数を除いて設定す

るものとする。

加えて、障害者支援施設においては、施設入所者の個々の状況に応じた意思決定支

援の実施や地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行に
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取り組むことと併せて、施設入所者等の生活の質の向上を図る観点から、一層の小規

模化等を進めること、障害者の重度化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制を

確保することが求められる。さらに、障害への理解を促進するため、地域交流の機会

を確保するとともに地域で生活する障害者等に対する支援を行う等、地域に開かれて

いることが望ましい。

二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、精神障害者（精

神病床への入院後一年以内に退院した者に限る。二の１において同じ。）の精神病床

から退院後一年以内の地域における平均生活日数、精神病床における一年以上長期入

院患者数（六十五歳以上の一年以上長期入院患者数、六十五歳未満の一年以上長期入

院患者数）、精神病床における早期退院率（入院後三か月時点の退院率、入院後六か

月時点の退院率、入院後一年時点の退院率）に関する目標値を次に掲げるとおり設定

することとする。

なお、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標の達成に当た

っては、地域の医療サービスに係る体制の整備が重要であることから、特に医療計画

（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四第一項に規定する医療計画を

いう。以下同じ。）との関係に留意すること。

１ 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域に

おける精神保健医療福祉体制の基盤を整備する必要があることから、当該整備状況

を評価する指標として、精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における

生活日数の平均に関する令和五年度における目標値を設定する。

当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後一年以内の

地域における生活日数の平均を三百十六日以上とすることを基本とする。

２ 精神病床における一年以上長期入院患者数（六十五歳以上、六十五歳未満）

地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、一年以上長期入院

患者のうち一定数は地域生活への移行が可能になることから、別表第四の一の項に

掲げる式により算定した令和五年度末の精神病床における六十五歳以上の一年以上

長期入院患者数及び別表第四の二の項に掲げる式により算定した令和五年度末の精

神病床における六十五歳未満の一年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。

３ 精神病床における早期退院率（入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一

年時点）

地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期

退院が可能になることを踏まえて、入院中の精神障害者の退院に関する目標値とし

て、入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率及び入院後一年時点の

退院率に関する令和五年度における目標値を設定する。

目標値の設定に当たっては、入院後三か月時点の退院率については六十九パーセ

ント以上とし、入院後六か月時点の退院率については八十六パーセント以上とし、

入院後一年時点の退院率については九十二パーセント以上とすることを基本とす

る。
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三 地域生活支援拠点等が有する機能の充実

地域生活支援拠点等（地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。以下同じ。）につ

いて、令和五年度末までの間、各市町村又は各圏域に一つ以上の地域生活支援拠点等

を確保しつつ、その機能の充実のため、年一回以上運用状況を検証及び検討すること

を基本とする。

四 福祉施設から一般就労への移行等

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援を行う事業をいう。）を通じて、令和五年度中に一般就労に移行す

る者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和元年度の一般就労へ

の移行実績の一・二七倍以上とすることを基本とする。この際、就労移行支援事業、

就労継続支援Ａ型事業（就労継続支援Ａ型（障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行規則（平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」と

いう。）第六条の十第一号の就労継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）を行う事業をい

う。以下同じ。）及び就労継続支援Ｂ型事業（就労継続支援Ｂ型（同条第二号の就労

継続支援Ｂ型をいう。以下同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。）について、各事

業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和五年度中に一般

就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。

具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割

を踏まえ、令和元年度の一般就労への移行実績の一・三〇倍以上とすることを基本と

する。また、就労継続支援については、一般就労が困難である者に対し、就労や生産

活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的であること等に鑑

み、就労継続支援Ａ型事業については令和元年度の一般就労への移行実績の概ね一・

二六倍以上、就労継続支援Ｂ型事業については概ね一・二三倍以上を目指すこととす

る。

また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用

者数及び事業所ごとの就労定着率（過去三年間の就労定着支援の総利用者数のうち前

年度末時点の就労定着者数の割合をいう。以下同じ。）に係る目標値を設定すること

とし、就労定着支援事業の利用者数については、各地域における就労定着支援事業の

事業所数等を踏まえた上で、令和五年度における就労移行支援事業等を通じて一般就

労に移行する者のうち、七割が就労定着支援事業を利用することを基本とする。さら

に、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定

着率が八割以上の事業所を全体の七割以上とすることを基本とする。

なお、一般就労に移行する者の数及び就労移行支援事業の利用者数に係る目標値の

設定に当たり、令和二年度末において、障害福祉計画で定めた令和二年度までの数値

目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和五年度末における各々の

目標値に加えた割合以上を目標値とする。

これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、

都道府県の産業・労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の

関係機関との連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県ごとに、就労

支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の目標値の達成
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に向けた取組の推進等、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将来的

には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望ましい。

また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方か

ら重層的に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当

部局及び都道府県労働局と連携して、別表第一の一の表各項に掲げる事項を令和五年

度の活動指標として設定して取り組むことが適当である。

なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、離職者や特別支援学校等の卒

業者に対する就職の支援、障害者に対して一般就労や雇用支援策に関する理解の促進

を図ること等、障害者雇用全体についての取組を併せて進めることが望ましい。この

際、大学（四年制大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。）在学中の

学生についても、早期に専門的な就労支援を利用することが、その後の就職活動を円

滑に進める上で効果的である場合もあることから、都道府県等においては、在学中の

就労移行支援事業の利用について、必要に応じ適切に取り組まれるよう、関係機関等

と連携し、周知を図ることが望ましい。

さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合においても、適正に応じて能

力を発揮し、地域において自立した生活を実現するため、就労継続支援事業における

工賃等の向上を引き続き図っていくことが望ましい。このため、都道府県が工賃の向

上に関する計画を作成した場合は、目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画

上に記載し、周知を図ることが適当である。この際、併せて、就労継続支援事業等に

おける農福連携の取組が進むよう、農福連携に関する理解を図るとともに、各事業所

に対する支援を進めることが望ましい。

加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平

成二十四年法律第五十号）において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの

物品等の調達の推進を図るための方針を作成することとされており、障害福祉計画に

おいては、当該方針との整合性を図りながら、官公需に係る障害者就労施設等の受注

機会の拡大や調達目標金額等について記載し、就労継続支援事業における工賃等の向

上の取組と一体的に取組を進めることが望ましい。

なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社会参加や就労に関する多

様なニーズに対応するため、就労継続支援Ｂ型事業等による適切な支援を実施すると

ともに、高齢障害者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につなぐことがで

きる体制の構築を進めることが望ましい。

五 障害児支援の提供体制の整備等

１ 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保

育所等訪問支援の充実

児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、

令和五年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも一カ所以上設

置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での

設置であっても差し支えない。

また、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、

各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施
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するなどにより、令和五年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援

を利用できる体制を構築することを基本とする。

２ 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築

聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、令和五年度末までに、

各都道府県において、児童発達支援センター、特別支援学校（聴覚障害）等の連携

強化を図る等、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保することを基本

とする。

３ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事

業所の確保

重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、令和五年度末までに、

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所（児童福祉法第六条の二の二第

二項に規定する児童発達支援を行う事業所をいう。）及び放課後等デイサービス事

業所（同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所をいう。）を各市

町村に少なくとも一カ所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独での確

保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。

４ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配

置

医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、令和五年度末までに、各都道府

県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機

関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコー

ディネーターを配置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場

合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えない。

六 相談支援体制の充実・強化等

相談支援体制を充実・強化するため、令和五年度末までに、各市町村又は各圏域に

おいて、別表第一の九の表各項に掲げる総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の

相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする。

これらの取組を実施するに当たっては、基幹相談支援センター又は第一の一の４㈠

に掲げる事業がその機能を担うことを検討する。

七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改め

て障害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に

必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要である。そのため、都道府県

及び市町村の職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行い、

障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービ

ス等が提供できているのか検証を行っていくことが望ましい。また、自立支援審査支

払等システム等を活用し、請求の過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている

事業所を確保することが必要となる。そこで、これらの取組を通じて利用者が真に必

要とする障害福祉サービス等を提供していくため、令和五年度末までに、別表第一の

十の表各項に掲げる障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を

実施する体制を構築することを基本とする。
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障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針

（平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号）

※活動指標部分抜粋

別表第一

一 福祉施設から一般就労への移行等

事 項 内 容

就労移行支援事業及び就労継続支 都道府県の障害保健福祉担当部局は、令和五年度

援事業（就労継続支援を行う事業 において、就労移行支援事業及び就労継続支援事業

をいう。以下同じ。）の利用者の の利用者のうち、一般就労への移行者数の見込みを

一般就労への移行 設定する。

障害者に対する職業訓練の受講 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の

労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、福祉

施設から一般就労への移行を促進するため、令和五

年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者

のうち、必要な者が職業訓練を受講することができ

るよう、受講者数の見込みを設定する。

福祉施設から公共職業安定所への 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労

誘導 働局と連携して、就労移行支援事業者等と公共職業

安定所との円滑な連携を促し、令和五年度において、

福祉施設の利用者のうち、必要な者が公共職業安定

所の支援を受けることができるよう、福祉施設から

公共職業安定所へ誘導する福祉施設利用者数の見込

みを設定する。

福祉施設から障害者就業・生活支 都道府県の労働担当部局及び障害保健福祉担当部

援センターへの誘導 局は、都道府県労働局と連携して、福祉施設から一

般就労に移行した者の職場定着を支援するため、令

和五年度において、福祉施設から一般就労に移行す

る利用者のうち、必要な者が就労移行支援事業者等

と連携した障害者就業・生活支援センターによる支

援を受けることができるよう、福祉施設から障害者

就業・生活支援センターへ誘導する福祉施設利用者

数の見込みを設定する。

公共職業安定所における福祉施設 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労

利用者の支援 働局と連携して、就労移行支援事業者等と公共職業

安定所との円滑な連携を促すとともに、就労移行支

援事業者等が適切かつ必要な就労支援を支援者に対

して行い、令和五年度において、福祉施設の利用者

のうち、必要な者が公共職業安定所の支援を受ける

ことで、一定割合の者が就職に結びつくよう、公共
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職業安定所の支援を受けて就職する者の数の見込み

を設定する。

二 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援

居宅介護 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施

重度訪問介護 設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障

同行援護 害者のうち地域生活への移行後に訪問系サービスの

行動援護 利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用

重度障害者等包括支援 量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定す

る。

三 生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続

支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、療養介護、短期入所（福祉型）、短期

入所（医療型）

生活介護 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施

設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障

害者のうち地域生活への移行後に生活介護の利用が

見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を

勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。

自立訓練（機能訓練）（規則第六 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施

条の七第一号の自立訓練（機能訓 設入所者の地域生活への移行者数、平均的な一人当

練）をいう。） たり利用量等を勘案して、利用者数及 び量の見込み

を設定する。

自立訓練（生活訓練）（規則第六 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施

条の七第二号の自立訓練（生活訓 設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障

練）をいう。以下同じ。） 害者のうち地域生活への移行後に自立訓練（生活訓

練）の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当た

り利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを

設定する。

就労移行支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施

設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障

害者のうち地域生活への移行後に就労移行支援事業

の利用が見込まれる者の数、福祉施設の利用者の一

般就労への移行者数、特別支援学校卒業者、休職者

で復職を希望する者等新たに就労移行支援事業の対

象者と見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用

量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定す

る。

就労継続支援Ａ型 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施

設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障
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害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援Ａ型

の利用が見込まれる者の数、就労継続支援Ａ型の利

用者の一般就労への移行者数、平均的な一人当たり

利用量、地域の雇用情勢等を勘案して、利用者数及

び量の見込みを設定する。

就労継続支援Ｂ型 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施

設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障

害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援Ｂ型

の利用が見込まれる者の数、就労継続支援Ｂ型の利

用者の一般就労への移行者数、平均的な一人当たり

利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設

定する。

設定に当たっては、区域内の就労継続支援Ｂ型事

業所における工賃（事業所が、利用者に対して、事

業収入から事業に必要な経費を控除して支払う金額

をいう。）の平均額について、区域ごとの目標水準

を設定することが望ましい。

就労定着支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、福

祉施設の利用者の一般就労への移行者数等を勘案し

て、利用者数の見込みを設定する。

療養介護 現に利用している者の数、障害者等のニーズ等を

勘案して、利用者数の見込みを設定する。

短期入所（福祉型、医療型） 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施

設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障

害者のうち地域生活への移行後に短期入所の利用が

見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を

勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。

四 自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援 、地域生活支援拠点等

自立生活援助 現に利用している者の数、同居している家族によ

る支援を受けられない障害者の数、施設入所者の地

域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地

域生活への移行後に自立生活援助の利用が見込まれ

る者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定す

る。

共同生活援助 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施

設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障

害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助の利

用が見込まれる者の数、一人暮らしや家庭からグル

ープホームに入所する者の数、グループホームから
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退所する者の数等を勘案して、利用者数の見込みを

設定する。

施設入所支援 令和元年度末時点の施設入所者数を基礎として、

施設入所者の地域生活への移行者数を控除した上で、

グループホーム等での対応が困難な者の利用といっ

た真に必要と判断される数を加えた数を勘案して、

利用者数の見込みを設定する。

当該利用者数の見込みの設定に当たっては、令和

五年度末において、令和元年度末時点の施設入所者

数の一・六パーセント以上を削減することとし、令

和二年度末において、障害福祉計画で定めた令和二

年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場

合は、未達成割合を令和五年度末における施設入所

者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値と

することを基本としつつ、地域の実情に応じて設定

することが望ましい。

地域生活支援拠点等 地域生活支援拠点等の設置箇所数と地域生活支援

拠点等が有する機能の充実に向けた検証及び検討の

実施回数について、年間の見込み数を設定する。

五 相談支援

計画相談支援（障害者総合支援法 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、入

第五条第十八項に規定する計画相 院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に計画

談支援をいう。） 相談支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、

利用者数の見込みを設定する。

地域移行支援 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施

設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障

害者のうち地域生活への移行後に地域移行支援の利

用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見

込みを設定する。

設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有

する市町村が対象者数の見込みを設定する。

地域定着支援 現に利用している者の数、単身世帯である障害者の

数、同居している家族による支援を受けられない障

害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入

院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域

定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、

利用者数の見込みを設定する。
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六 障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等

児童発達支援 地域における児童の数の推移、現に利用している

障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニ

ーズ、保育所や認定こども園、幼稚園等での障害児

の受入状況、入所施設から退所した後に児童発達支

援の利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当

たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込

みを設定する。

医療型児童発達支援（児童福祉法 地域における児童の数の推移、現に利用している

第六条の二の二第三項に規定する 障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニ

医療型児童発達支援をいう。以下 ーズ、保育所や認定こども園、幼稚園等での障害児

同じ。） の受入状況、入所施設から退所した後に医療型児童

発達支援の利用が見込まれる障害児の数、平均的な

一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量

の見込みを設定する。

放課後等デイサービス 地域における児童の数の推移、現に利用している

障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニ

ーズ、放課後児童健全育成事業等での障害児の受入

状況、入所施設から退所した後に放課後等デイサー

ビスの利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人

当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見

込みを設定する。

保育所等訪問支援 地域における児童の数の推移、現に利用している

障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニ

ーズ、保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、特

別支援学校等での障害児の受入又は利用状況、平均

的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及

び量の見込みを設定する。

居宅訪問型児童発達支援 地域における児童の数の推移、現に利用している

障害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニ

ーズ、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利

用児童数及び量の見込みを設定する。

福祉型障害児入所施設医療型障害 地域における児童の数の推移、現に利用している障

児入所施設 害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニー

ズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。

障害児相談支援 地域における児童数の推移、現に利用している障

害児の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニー

ズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。

医療的ケア児に対する関連分野の 地域における医療的ケア児のニーズ等を勘案して、
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支援を調整するコーディネーター 必要となる配置人数の見込みを設定する。

の配置人数

七 発達障害者等に対する支援

発達障害者支援地域協議会の開催 地域の支援体制の課題の把握及び対応についての

検討を行うために必要な開催回数の見込みを設定す

る。

発達障害者支援センターによる相 現状の相談件数、発達障害者等のニーズのうち、

談支援 市町村等での対応が困難であり発達障害者支援セン

ターによる相談支援が真に必要と判断される数を勘

案して、相談件数の見込みを設定する。

発達障害者支援センター及び発達 現状の助言件数、発達障害者等のニーズのうち、

障害者地域支援マネジャーの関係 市町村等での対応が困難であり発達障害者支援セン

機関への助言 ターあるいは発達障害者地域支援マネジャーの助言

を必要とする数を勘案して、助言件数の見込みを設

定する。

発達障害者支援センター及び発達 現状の研修及び啓発件数を勘案し、個々の発達障

障害者地域支援マネジャーの外部 害の特性に関する理解が図られるために必要な研修、

機関や地域住民への研修、啓発 啓発件数の見込みを設定する。

ペアレントトレーニングやペアレ 現状のペアレントトレーニングやペアレントプロ

ントプログラム等の支援プログラ グラム等の支援プログラム等の実施状況及び市町村

ム等の受講者数 等における発達障害者等の数を勘案し、受講者数の

見込みを設定する。

ペアレントメンターの人数 現状のペアレントメンター養成研修等の実施状況

及び市町村等における発達障害者等の数を勘案し、

ペアレントメンターの人数の見込みを設定する。

ピアサポートの活動への参加人数 現状のピアサポートの活動状況及び市町村等にお

ける発達障害者等の数を勘案し、数の見込みを設定

する。

八 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

保健、医療及び福祉関係者による 市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議

協議の場の開催回数 の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構築

するために必要となる、協議の場の一年間の開催回

数の見込みを設定する。

保健、医療及び福祉関係者による 市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協

協議の場への関係者の参加者数 議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構

築するために必要となる、保健、医療、福祉、介護、

当事者及び家族等の関係者ごと（医療にあっては、

精神科及び精神科以外の医療機関別）の参加者数の
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見込みを設定する。

保健、医療及び福祉関係者による 市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協

協議の場における目標設定及び評 議の場を通じて、重層的な連携による支援体制を構

価の実施回数 築するために必要となる、協議の場における目標設

定及び評価の実施回数の見込みを設定する。

精神障害者の地域移行支援 現に利用している精神障害者の数、精神障害者等

のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域移行支援

の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数

の見込みを設定する。

精神障害者の地域定着支援 現に利用している精神障害者の数、精神障害者の

ニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移

行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を

勘案して、利用者数の見込みを設定する。

精神障害者の共同生活援助 現に利用している精神障害者の数、精神障害者の

ニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移

行後に共同生活援助の利用が見込まれる者の数等を

勘案して、利用者数の見込みを設定する。

精神障害者の自立生活援助 現に利用している精神障害者の数、精神障害者の

ニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移

行後に自立生活援助の利用が見込まれる者の数等を

勘案して、利用者数の見込みを設定する。

精神病床における退院患者の退院 都道府県において、入院中の精神障害者が地域生

後の行き先 活を送るための基盤整備内容を検討するために必要

となる、精神病床からの退院後の行き先別の退院患

者数の見込みを設定する。

九 相談支援体制の充実・強化のための取組

総合的・専門的な相談支援 障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・

専門的な相談支援の実施の見込みを設定する。

地域の相談支援体制の強化 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門

的な指導・助言件数の見込みを設定する。

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数の見

込みを設定する。

地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数の

見込みを設定する。

十 障害福祉サービスの質を向上させるための取組

障害福祉サービス等に係る各種研 都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研

修の活用 修その他の研修への市町村職員の参加人数の見込み

を設定する。
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障害者自立支援審査支払等システ 障害者自立支援審査支払等システム等による審査

ムによる審査結果の共有 結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自

治体等と共有する体制の有無及びその実施回数の見

込みを設定する。

指導監査結果の関係市町村との共 都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業

有 者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監

査の適正な実施とその結果を関係自治体と共有する

体制の有無及びその共有回数の見込みを設定する。
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